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第６章　環境配慮

６－１　環境影響評価（EIA：Environmental Impact Assessment）の位置づけ

　ブルキナ・ファソにおいて、EIA を担当してる環境・水省環境保全局長を訪問したが、EIA

が制度化されているかどうかについては確認できなかった。しかしながら、個別の計画を実施

する際には、周辺住民への影響を評価するために EIA、あるいはそれに代わる簡単な調査が必

要になるかもしれないとのことであった。

６－２　環境配慮事項

　本格調査の実施における環境配慮事項については、開発調査に関する事業団の環境配慮ガイド

ラインのスコーピング用マトリックスに準じて、次頁のとおり検討した。

主な留意事項は以下のとおりである。

①社会環境への配慮

　社会環境としては、住民移転や遊牧民の定着耕作促進が行われる場合、十分な配慮及び悪影響

の緩和措置が必要である。

②自然環境への配慮

　自然環境について、森林資源の利用や植林が森林生態系及び生物多様性に及ぼす影響を考慮し

た対策が必要である。貴重種・固有動物については、事前調査では確認できなかったが、過去に

周辺地域等の動植物等について調査したデータが存在するので、本格調査時において確認し、貴

重種等に留意した計画を作成することが必要である。
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